
「ハミングきっず」及び保育ルーム「ハミング」個人情報保護の方針 

 

「ハミングきっず」及び保育ルーム「ハミング」を実施運営する株

式会社フォー・ワン（以下「本園」という。）は、園児、保護者及び家

庭等に関する個人情報の取り扱いは重要な責務と考え、「個人情報保護

に関する法律」（平成 15 年法律第 57 号）以下「個人情報保護法」とい

う。）及び児童福祉法等の関連法規を遵守し、次のとおり方針を掲げ個

人情報の適正なる保護及び管理に努めます。 

 

１ 利用目的 

 本園は、保護者より口頭若しくは文書により提供を受けた個人情報

又は日々の保育業務を通して得た個人情報は次に掲げる目的以外には

使用いたしません。 

① 適切かつ円滑な保育サービスの実施のため 

② 健康管理、安全確保及び緊急対応のため 

③ 保護者との連絡のため 

④ 登録及び契約事務の運用管理のため 

⑤ 会計、経理業務及び保険請求のため 

⑥ 本園による保育サービスに関する情報提供及び調査のため 

⑦ その他前項に付帯する業務 

 

２ 取得する個人情報の種類 

本園は、保育サービスを適切かつ安全に提供できるよう登録申請書

（乳幼児調査票）、健康診断に関する書類、緊急連絡カード、連絡帳及

び保険証（写し）等必要最低限の情報を収集させいただきます。また、

各種サービスの提供に関連して必要に応じて情報の提供を依頼するこ

とがあります。なお、情報提供の依頼にあたりその収集目的を明確に

し、適正に使用します。 

 

３ 第三者への提供制限 

 本園は、個人情報保護法第 23 条に規定されている下の各号に該当す

る場合を除いて、保護者の同意を得ないで第三者に個人情報を提供す

ることはありません。 

 ① 法令に基づく場合 

 ② 人の生命、身体の安全又は財産の保護のため必要がある場合で

あって本人の同意を得ることが困難な場合  

 ③ 公衆衛生の向上又は園児の健全な育成の推進のために特に必要

がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合  

④ 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令

の定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合  

 

４ 個人情報の管理 

 本園は、個人情報を正確かつ最新に保つよう努めるとともに、漏洩、

滅失又は毀損の防止、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置

を講じます。また、利用目的を失した個人情報については、法令等に

定めのあるものを除き、確実かつ速やかに消去するものとします。  



 

５ 個人情報の開示、訂正、利用停止及び消去  

 本園は、保護者が児童、その家庭および自身の個人情報の開示・訂

正・利用停止・消去を求める権利を有していることを十分に認識し、

これらの依頼がある場合には、法令に従って速やかに対応します。ま

た、開示には、本人(保護者)の確認をさせていただきます。 

 

６ 個人情報非開示の範囲 

 本園の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は、

非開示とするときがあります。 

 

７ 氏名の明示 

 本園は、氏名等の個人情報をよりよい保育サービスの提供を目的に

物品管理、室内での装飾掲示等で必要に応じて使用する場合がありま

す。なお、使用に際して安全に留意し適正な取り扱いをします。 

 

８ 写真（画像）の撮影 

 本園は、園及び園児の記録並びに次項の規定により写真（画像）の

撮影を行います。 

 

９ パンフレット、ホームページ及び園だよりでの写真の使用 

本園が撮影した写真（画像）は、ホームページ、パンフレットを通

じて地域や保護者の皆様に活動の様子等を掲載し広く皆様に紹介しま

す。 

この場合、個人の特定ができないよう氏名掲載はせず、写真（画像）

についても後ろ姿等の向き、遠景による大きさ、解像度等の表現によ

り個人の判別が難しいもののみを使用することとします。なお、個別

が特定しえると判断されるものについてはその都度承諾をえることと

します。ただし、園だより及び画像上映は、在籍保護者のみを対象と

し、日々の活動の様子をお伝えする意味で前規定より除きます。 

 

10 個人情報保護体制の維持継続 

 本園は、本方針の趣旨に基づき運営履行するために、研修の機会を

通じて職員に周知徹底し、継続的に維持、改善ができるよう努めます。 

 

11 苦情の対応 

 本園は、個人情報取り扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処

理に努めます。 

 

12 見学者及びボランティアへの対応 

 見学者への応対は、施設長もしくは園長が対応し、園児等の個人情

報を漏えいすることがないよう適切な対応を行います。また、ボラン

ティアは、受け入れ時に知り得た個人情報は外部に漏らすことがない

よう誓約し守秘義務に反した場合は損害賠償の請求権を行使すること

を申し添えます。 

                    2016.3.20 一部改正  


